
佐久市立岸野小学校      いじめ防止等のための基本的な方針 

 

１ 策定の必要性 

  学校は，法第１３条の規定に基づき，市基本方針を参酌の上，その学校の実情に応じた，当該学校に

おけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めます。 

２ 学校いじめ防止のための基本的な方針 

 

 

めざす児童像 

1 「いじめを絶対に許さない」「いじめは卑劣である」「いじめられてよい子は 1 人

もいない」といった考えをもつことができる。 

２ 自他の命は全て尊く，かけがえのないものであると理解することができる。 

いじめ防止等の取り組みの学校の基本的な考え方 

１ 「いじめを絶対に許さない」「自他の命は全て尊い」等の理解を子どもに促す 

２ 充実感や自己有用感がもてる教育活動の展開と，自己肯定感を育むことによる不

安やストレスに適切に対処できる力を育てる。 

３ 子どもが思いやりの気持ちをもち，他者と係わりながら互いに理解をし，学習や

活動に打ち込めるよう取り組む。 

４ 子どもが安心して楽しく活動できる環境づくりと，それを支える教職員の資質や

能力の向上に努める。 

 

児童の願い 

・いじめのない学校 

・自分らしさを出せ

る学校 

 

保護者・地域の願い 

・全ての子どもが，

安心して学び，活

動できる学校 

・いじめがおこった

場合，速やかで適

切に対応する学校 

 

学校の状況 

・一学級 30 人未満

で，一人ひとりに

細やかな対応が可

能である。 

 

児童の実態 

・素直でまじめ 

・クラス替えがない

ので，人間関係に

閉塞感や慣れが生

じる可能性があ

る。 

 

未然防止の取り組み 

 

１ 教育活動の充実 

・教育相談員による学校訪問と支援

会議への参加，情報交換の実施 

・「いじめ不登校等担当者会」によ

る防止に関する情報共有と啓発 

・インターネット上のいじめ未然防

止のためのメディア教育の推進 

・豊かな心を幼児期から育むための

幼保小との連携・促進 

２ 研修の充実 

・「いじめ不登校担当者会」におけ

る担当者研修の実施 

・インクルーシブ教育への共通理解

を図るための特別支援教育に係わ

る研修実施 

・教職員の人権同和教育研修の実施 

３ 職員間の連携 

・連学年会，低高学年会，教務会，

職員会での情報共有 

早期発見の取り組み 

 

１ 早期発見に向けた取り組みへの支

援 

・「いじめアンケート」実施による実

態把握と全児童への個別相談の実施 

・「Q-U」を用いた児童理解 

・子ども SOS 相談フォーム「タッ

チ」の活用 

・多様な窓口相談(例 チャイルドラ

イン)との連携 

２ 相談体制の充実 

・校内に相談窓口を設置(保健室・職

員室・校長室) 

・スクールカウンセラー等の活用促進 

・コスモス相談等の相談体制の周知 

・中間教室，ふれあい登校支援活動と

の相談と連携 

３ SOS の出し方に関する教育の推進 

・養護教諭等による心と体の健康に関

する指導 

 

 

 

 

 

いじめが起きたときの対応 

 
１ 校内いじめ対策委員会(校長･教頭･教務主任･生徒指導

主事･養護教諭･いじめ対策委員・担任)を開催し，事実
関係の確認に着手する。 

２ ①被害者②必要に応じて周囲の児童③加害者の順に，
複数の職員で速やかに聞き取り情報を整える。 

３ いじめがあったと確認した場合 
①被害者に対する支援を誰がどのように行うか決定し，
被害者の保護者に伝える。 

②加害者に対する指導を誰がどのようにするのか決定す
る。 

４ 校内いじめ対策委員会による対応協議 
 ①被害者児童と保護者の心情に配慮した対応を元に協議 
 ②教育委員会へ事案発生の報告と対応について報告 
 ③連携の検討(教育委員会･SC･SSW･教育相談員) 
 ④外部専門機関によるアドバイスの検討(警察･弁護士･有

識者) 
５ 被害児童とその保護者への対応 
 ・安心して過ごせる学校体制づくり 
 ・被害児童に不安等を聞き，対応策を考える 
 ・保護者に経緯を説明し，支援方法について意見を聞く 
６ 加害児童とその保護者への対応 
 ・被害児童の立場に立って指導するも全て厳しい指導を

要する場合であるとは限らない。 
 ・当該児童の人格の成長を旨に，教育的配慮の下，毅然

とした態度で指導 
 ・複数の職員で連携し，必要ならば外部諸機関と連携を

して再発防止措置を講じる。 
 ・懲戒を加える際は，行為の悪質性を理解し健全な人間

関係を育むための成長を促す目的で行う。 
 ・保護者へは，認定した結果と児童の指導体制をとるこ

とを伝えて協力を求めると共に継続的な助言を行う。 
７ 継続的支援 
 ・可能であれば児童どうし，保護者どうしの謝罪と和解 
 ・心理的，物理的影響をあたえる行為が少なくとも３ヶ

月やんでいるか見守る。 
８ その他 
 ①加害者に他校児童がいた場合，当該学校へ連絡し事実

確認，情報提供，保護者連絡を要請し，確認した内容
の報告や情報共有を依頼する。 

 ②いじめがおきた集団に対し，自分の問題として捉えさ
せる。誰かに伝える勇気をもち，はやしたり同調した
りするような加担する行為をやめるよう指導する。 

 

役割分担 

 

 管 理 職 …全体の統括･外部対応(報道含む)・相談窓口(校長） 

渉外･外部対応(報道含む)･記録作成・報告・相談窓口(教頭) 

 教務主任  …情報の集約と記録 

 生徒指導主事…いじめ事案への対応 

 養護教諭  …個別いじめ事案への対応・相談窓口 

 いじめ不登校対策委員…いじめ案件の聞き取り・情報収集 

 担任    …学級の取り組み・個別事案への対応 

※状況によって…市教委･スクールカウンセラー･スクールソーシャルワーカー･

教育相談員との連携や外部専門家の助言 

 

 

 


